
業務規程及び送配電等業務指針
変更案の概要について

２０２３年３月２２日

電力広域的運営推進機関
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◼ 電気事業法の改正及び国の審議会の議論等に適切に対応するため、業務規程及び送配電等業務
指針を変更します。

◼ 主な変更のポイントは以下のとおりです。変更の背景、変更内容等については、それぞれの変更に関す
るスライドにて説明します。なお、その他技術的な規定の変更等（本機関の需給ひっ迫時の対応態勢
の発令者変更等）もあわせて実施しております。

1. 本機関の事務局組織に関する規定の変更（業務規程）【スライド２～７】

• 供給力確保・管理体制強化のための組織変更

2. 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド８
～２７】

• 長期脱炭素電源オークション導入に伴う変更

3. 広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド２
８～４３】

• 翌々日における広域予備率算出及び各種計画提出に関する変更

4. 調整力の卸電力取引市場供出に伴う規定の変更（送配電等業務指針）【スライド４４～４９】

• 三次調整力②の時間前市場への供出に伴う変更

業務規程及び送配電等業務指針の変更案の概要



2

1. 本機関の事務局組織に関する規定の変更（業務規程）【スライド２～７】

• 供給力確保・管理体制強化のための組織変更

2. 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド８
～２７】

• 長期脱炭素電源オークション導入に伴う変更

3. 広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド２
８～４３】

• 翌々日における広域予備率算出及び各種計画提出に関する変更

4. 調整力の卸電力取引市場供出に伴う規定の変更（送配電等業務指針）【スライド４４～４９】

• 三次調整力②の時間前市場への供出に伴う変更



3１ 本機関の事務局組織に関する規定の変更の背景

この課題により効果的に対応するため、現状それぞれ異なる部署が所管する供給計画のとりまとめ等と
容量市場の運用管理について、１つの部署に統合（部を新設）する。（※２）

一方、2023年４月の電気事業法改正（※１）において本機関の目的に「供給能力の確保の促進」が
明記されるなど、本機関の担う役割として供給力確保・管理が喫緊の課題となっている。

本機関は、電源の広域的な活用に必要な送配電網の整備や全国大で平時・緊急時の需給調整等を
行う実施機関としての役割を担うこととされており、業務規程の定めるところにより、事務局に、事務局長
及び部等を設置するとともに、各部等の業務分掌を定めている。

※２ 総合資源ｴﾈﾙｷﾞｰ調査会 電力・ｶﾞｽ事業分科会 電力・ｶﾞｽ基本政策小委員会 電力広域的運営推進機関検証ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ
（2022年10月4日）において、本機関から説明・了承された。

※１ 安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律
（令和4年法律第46号）
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［変更内容］

• 供給計画の取りまとめ（流通設備の整備計画に関する事項を除く。）（※１）や容量市場の運用
管理（※２）等を担う「需給計画部」を事務局に置く旨規定するとともに「計画部」を「系統計画部」に
名称変更。

• 容量市場の運用管理を実施する「容量市場センター」を需給計画部に置く旨規定。

• 新設する「需給計画部」・「容量市場センター」の業務分掌を規定するとともに、「企画部」・「系統計
画部」・「運用部」の業務分掌を変更・整理。

【業務規程第１０条】＜変更＞

１ 本機関の事務局組織に関する規定の変更の内容

※１ 現状は計画部が所管
※２ 現状は企画部が所管



5（参考）本機関の組織体制変更に関する国の審議会での検討

第5回 電力広域的運営推進機関検証ワーキンググループ（2022年10月4日）資料4から抜粋・修正
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）本機関の事務局組織に関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）①

【業務規程】

（事務局）
第１０条 （略）
２ （略）
３ 事務局に、事務局長及び次の各号に掲げる部等を置く。
一・二 （略）
（新設）
三 計画部
四～八 （略）

４・５ （略）
（新設）
６ （略）
７ 各部等及び広域運用センターの業務分掌は、別表２－１の
とおりとする。

８ （略）

以降次スライドへ

（事務局）
第１０条 （略）
２ （略）
３ 事務局に、事務局長及び次の各号に掲げる部等を置く。
一・二 （略）
三 需給計画部
四 系統計画部
五～九 （略）

４・５ （略）
６ 需給計画部に、容量市場センターを置く。
７ （略）
８ 各部等並びに容量市場センター及び広域運用センターの業
務分掌は、別表２－１のとおりとする。

９ （略）

以降次スライドへ
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）本機関の事務局組織に関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）②

【業務規程】

別表２－１ 組織の業務分掌 別表２－１ 組織の業務分掌

組織名 業務分掌

総務部

事務局内の事務全般の統括、総務・防災・事業継続計画の
策定・法務・人事・経理・財務・購買・広報・情報システ
ム等の間接業務全般、災害等復旧費用の相互扶助の設計・
運用、他の部・室に属さない事項

企画部

容量市場の設計・運用管理、調整力の在り方の企画・立案、
需給調整市場の制度設計、供給信頼度の在り方の企画・立案、
グリッドコードの企画・立案、調査含むその他企画全般

（新設）

（新設）

（新設）
（新設）

計画部

全国需要想定、需給バランス評価、供給計画の取りまとめ、
電源入札等の設計・運用管理、設備形成計画の策定、系統
アクセス業務

運用部

需給に関する計画の取りまとめ、需給実績、需給ひっ迫又
は需給ひっ迫のおそれへの対応、連系線の管理（運用容
量・計画潮流・混雑処理等）、作業停止計画調整、広域周
波数調整

運用部（広
域運用セン
ター）

需給及び系統の状況の監視・管理

再生可能エ
ネルギー・
国際部

再生可能エネルギー電気特措法の規定により本機関が行う
業務全般、海外調査等の国際関係業務の統括

政策調整室 本機関の業務に関する総合調整、基本的な政策の企画・立案

紛争解決対
応室

苦情処理、相談対応、紛争処理、指導・勧告、制裁

監査室 監査全般

組織名 業務分掌

総務部

事務局内の事務全般の統括、総務・防災・事業継続計画の
策定・法務・人事・経理・財務・購買・広報・情報システ
ム等の間接業務全般、災害等復旧費用の相互扶助の設計・
運用、他の部・室に属さない事項

企画部

容量市場・需給調整市場の制度設計、調整力の在り方の企
画・立案、供給信頼度の在り方の企画・立案、グリッドコー
ドの企画・立案、調査含むその他企画全般

需給計画部

全国需要想定、需給バランス評価、供給計画の取りまとめ
（系統計画部所管のものを除く。）、電源入札等の設計・
運用管理、容量市場の運用管理（容量市場センター所管の
ものを除く。）その他供給能力の確保の促進に関する事項

容量市場
センター

容量市場の運用管理（オークション、アセスメント、請
求・交付関係業務等）

系統計画部

流通設備形成計画の策定、供給計画の取りまとめ（流通設
備の整備計画に関する事項）、系統アクセス業務その他流
通設備の整備の促進に関する事項

運用部

需給に関する取りまとめ、需給実績、需給ひっ迫又は需給
ひっ迫のおそれへの対応、連系線の管理（運用容量・計画
潮流・混雑処理等）、作業停止計画調整、広域周波数調整

広域運用
センター

需給及び系統の状況の監視・管理

再生可能エ
ネルギー・
国際部

再生可能エネルギー電気特措法の規定により本機関が行う
業務全般、海外調査等の国際関係業務の統括

政策調整室 本機関の業務に関する総合調整、基本的な政策の企画・立案

紛争解決対
応室

苦情処理、相談対応、紛争処理、指導・勧告、制裁

監査室 監査全般
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1. 本機関の事務局組織に関する規定の変更（業務規程）【スライド２～７】

• 供給力確保・管理体制強化のための組織変更

2. 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド８
～２７】

• 長期脱炭素電源オークション導入に伴う変更

3. 広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド２
８～４３】

• 翌々日における広域予備率算出及び各種計画提出に関する変更

4. 調整力の卸電力取引市場供出に伴う規定の変更（送配電等業務指針）【スライド４４～４９】

• 三次調整力②の時間前市場への供出に伴う変更



9２ 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更の背景

これに対応するため、長期脱炭素電源オークションに関するルールを整備する。

脱炭素化の中での安定供給の実現に向けて、脱炭素電源への新規投資を一層促進するべく、脱炭素
電源への新規投資を対象とした入札制度（長期脱炭素電源オークション）が、容量市場の一部として
2023年度から導入されることとなり、また、現行容量市場の運営主体である本機関が、本制度におけ
る運営主体となることが国の審議会で整理された（※）。

第６次エネルギー基本計画で示されたとおり、供給力の低下に伴う安定供給へのリスクが顕在化してい
る一方で、２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けて、電力部門の脱炭素化に向けた取組の一
層の加速化が求められているところ。

※ 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会
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［変更内容］

• 本機関は、必要となる供給力を提供する電気供給事業者（容量提供事業者）を募集するため、
長期脱炭素電源オークションを実施する等規定。

• 本機関が長期脱炭素電源オークション約定電源に対して実施するアセスメント（※１）について規定。

• また、業務規程及び送配電等業務指針の記載の整理（※２）を実施 。

※１ 容量提供事業者に対して求める要件の達成有無を確認する方法。

※２ 送配電等業務指針から業務規程への規定の移設や、2020年5月に資源エネルギー庁により策定された「容量市場における入札ガイドライン」に記載

されて以降、不要となっている容量オークションの参加条件・電源等区分に関する規定の送配電等業務指針からの削除等。

【業務規程第３２条の２、第３２条の６、第３２条の１９～第３２条の２１、
第３２条の２３、第３２条の３４、第３２条の４１】＜変更＞

【業務規程第３２条の２３の２】＜新設＞

【業務規程附則（令和２年３月３０日）第７条】＜変更＞

【送配電等業務指針第１５条の９、第１５条の１２、第１５条の１７、
第１５条の１８、第１５条の１９】＜変更＞

【送配電等業務指針第１５条の１０の２】＜新設＞

【送配電等業務指針第１５条の４】＜削除＞

２ 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更の内容

＊下線付きの条文は、変更の内容が
「記載の整理」のみの条文



11（参考）長期脱炭素電源オークションの概要①

第67回制度検討作業部会（2022年6月22日）資料5から抜粋・修正



12（参考）長期脱炭素電源オークションの概要②

第70回制度検討作業部会（2022年10月3日）資料5から抜粋



13（参考）長期脱炭素電源オークションにおけるリクワイアメント等に関する国の審議会での検討

第71回制度検討作業部会（2022年10月31日）資料5から抜粋
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）①

【業務規程】

（容量オークション）
第３２条の２ 本機関は、法第２８条の４０第１項第５号の規
定により、容量市場において、沖縄地域及びその他地域の離島
等（法第２条第１項第８号イに規定する「離島等」をいう。）
を除く全国、並びに一般送配電事業者たる会員の供給区域ごと
の需要に対して、必要となる供給力（以下「必要供給力」とい
う。）を確実に維持し提供することを約する電気供給事業者
（以下「容量提供事業者」という。）を募集するため、次の各
号に掲げる入札（以下総称して「容量オークション」とい
う。）を実施する。
一 （略）
二 追加オークション メインオークション実施後の想定需要、
メインオークションで調達した供給力及びその増減等を考慮
し、本機関が必要と判断した場合に、実需給年度の１年前に
実施する次のア又はイのいずれかの入札
ア （略）
イ リリースオークション 追加オークションのうち、必要
供給力に対し、メインオークションで調達した供給力に余
剰が認められた場合に、本機関との間で締結した容量確保
契約（第３２条の１２第１号オにて定義する。）に定めら
れた容量を売却する容量提供事業者（以下「容量リリース
事業者」という。）を募集する入札

（新設）

（容量オークション）
第３２条の２ 本機関は、法第２８条の４０第１項第５号の規
定により、容量市場において、沖縄地域及びその他地域の離島
等（法第２条第１項第８号イに規定する「離島等」をいう。）
を除く全国、並びに一般送配電事業者たる会員の供給区域ごと
の需要に対して、必要となる供給力（以下「必要供給力」とい
う。）を確実に維持し提供することを約する電気供給事業者
（以下「容量提供事業者」という。）を募集するため、次の各
号に掲げる入札（以下総称して「容量オークション」とい
う。）を実施する。
一 （略）
二 追加オークション メインオークション実施後の想定需要、
メインオークションで調達した供給力及びその増減等を考慮
し、本機関が必要と判断した場合に、実需給年度の１年前に
実施する次のア又はイのいずれかの入札
ア （略）
イ リリースオークション 追加オークションのうち、必要
供給力に対し、メインオークションで調達した供給力に余
剰が認められた場合に、本機関との間で締結した容量確保
契約（第３２条の１２第１号オにて定義する。）に定めら
れた容量をリリースする容量提供事業者（以下「容量リ
リース事業者」という。）を募集する入札

三 長期脱炭素電源オークション 長期脱炭素電源オークショ
ン募集要綱（第３２条の２３の２において準用する第３２条
の１２に定める長期脱炭素電源オークション募集要綱をい
う。）で定める供給力を調達するために実施する入札

※青字部分は「記載の整理」による変更



15

＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）②

【業務規程】

（容量確保契約の締結結果の公表等）
第３２条の２０ （略）
２・３ （略）
４ 本機関は、前条第３項の規定により、容量提供事業者との
間で容量確保契約を変更又は解約した場合、前各項の規定に準
じて、容量確保契約を変更又は解約後の情報公表、情報開示及
び一般送配電事業者及び配電事業者たる会員への情報提供を行
う。

（容量確保契約の締結結果の公表等）
第３２条の２０ （略）
２・３ （略）
４ 本機関は、前条第３項の規定により、容量提供事業者との
間で容量確保契約を変更、解除又は解約した場合、前各項の規
定に準じて、容量確保契約の変更、解除又は解約後の情報公表、
情報開示及び一般送配電事業者及び配電事業者たる会員への情
報提供を行う。

（事業者情報の登録申込みの受付）
第３２条の６ 本機関は、送配電等業務指針に定めるところに
より、容量オークションの参加の条件を満たす会員その他電気
供給事業者（以下「市場参加資格事業者」という。）から、事
業者の名称、所在地その他容量市場システムの利用に必要な情
報（以下「事業者情報」という。）の登録申込みを受け付ける。

２ （略）

（事業者情報の登録申込みの受付）
第３２条の６ 本機関は、募集要綱に定めるところにより、容
量オークションの参加の条件を満たす会員その他電気供給事業
者（以下「市場参加資格事業者」という。）から、事業者の名
称、所在地その他容量市場システムの利用に必要な情報（以下
「事業者情報」という。）の登録申込みを受け付ける。

２ （略）

※青字部分は「記載の整理」による変更

（容量確保契約の締結、変更及び解約）
第３２条の１９ 本機関は、前条の規定により公表したメイン
オークションの約定結果にしたがって、メインオークション募
集要綱に基づき、容量提供事業者との間で、次の各号に掲げる
事項を内容とする容量確保契約を締結する。
一～七 （略）
八 容量確保契約の変更又は解約の条件
九 （略）

２ （略）
３ 本機関は、第１項第８号の容量確保契約の変更又は解約の
条件を満たすと認めた場合は、容量確保契約の変更又は解約を
行う。

（容量確保契約の締結、変更、解除及び解約）
第３２条の１９ 本機関は、前条の規定により公表したメイン
オークションの約定結果にしたがって、メインオークション募
集要綱に基づき、容量提供事業者との間で、次の各号に掲げる
事項を内容とする容量確保契約を締結する。
一～七 （略）
八 容量確保契約の変更、解除又は解約の条件
九 （略）

２ （略）
３ 本機関は、第１項第８号の容量確保契約の変更、解除又は
解約の条件を満たすと認めた場合は、容量確保契約の変更、解
除又は解約を行う。



16

＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）③

【業務規程】

（リリースオークション実施の場合のメインオークションに関
する規定の準用）

第３２条の２３ （略）
２ 本機関は、リリースオークションを実施する場合、送配電
等業務指針に定めるところにより、リリースオークションの参
加の条件を満たす容量提供事業者に対し、リリースオークショ
ンに参加できる旨を通知する。

（リリースオークション実施の場合のメインオークションに関
する規定の準用）

第３２条の２３ （略）
２ 本機関は、リリースオークションを実施する場合、募集要
綱に定めるところにより、リリースオークションの参加の条件
を満たす容量提供事業者に対し、リリースオークションに参加
できる旨を通知する。

（追加オークションの実施判断）
第３２条の２１ 本機関は、次の各号に掲げる事項を考慮の上、
次年度の必要供給力にかかる追加オークションの実施の要否を
判断する。ただし、本機関は、当該判断に先立ち、メインオー
クションの容量提供事業者に対し、容量確保契約の変更又は解
約を申し出るかどうかを確認するものとする。
一 メインオークションの容量提供事業者による容量確保契約
の変更又は解約に伴い減少したメインオークションの約定総
容量

二 （略）
２～６ （略）

（追加オークションの実施判断）
第３２条の２１ 本機関は、次の各号に掲げる事項を考慮の上、
次年度の必要供給力にかかる追加オークションの実施の要否を
判断する。ただし、本機関は、当該判断に先立ち、メインオー
クションの容量提供事業者に対し、容量確保契約の変更、解除
又は解約を申し出るかどうかを確認するものとする。
一 メインオークションの容量提供事業者による容量確保契約
の変更、解除又は解約に伴い減少したメインオークションの
約定総容量

二 （略）
２～６ （略）

※青字部分は「記載の整理」による変更
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）④

【業務規程】

（アセスメントの実施）
第３２条の３４ （略）
２ （略）
３ アセスメントの内容及び手順は送配電等業務指針に定める。

（アセスメントの実施）
第３２条の３４ （略）
２ （略）
３ 本機関が容量提供事業者に対して実施するアセスメントは、
次の各号に掲げるとおりとする。ただし、第５号から第８号ま
での規定は長期脱炭素電源オークションに限る。
一 容量停止計画の調整状況の確認 実需給年度の２年度前に、
本機関又は電源等が属する供給区域に託送供給等を行う一般
送配電事業者たる会員が実施する電源等の維持及び運営に必
要な作業並びにその他要因に伴い電源等が停止又は出力低下
する計画等（「以下この号において「容量停止計画」とい
う。）の調整業務において、容量提供事業者が自らの容量停
止計画の調整に応じていることの確認を行う。

二 契約の締結状況の確認 募集要綱に定める安定電源により
安定的な供給力を提供する事業者又はその取次を業として行
う事業者が提供する電源のうち、需給調整市場における商品
の要件を満たす機能を有するものについて、当該電源が属す
る供給区域に託送供給等を行う一般送配電事業者たる会員と
余力活用に関する契約を締結していることの確認を行う。

以降次スライドへ

（新設） （長期脱炭素電源オークション実施の場合のメインオークショ
ンに関する規定の準用）

第３２条の２３の２ 第３２条の１２及び第３２条の１４から
第３２条の２０まで（第３２条の１２第１号アを除く。）の規
定は、長期脱炭素電源オークションを実施する場合に準用する。
この場合において、「メインオークション」とあるのは、「長
期脱炭素電源オークション」と読み替える。

※青字部分は「記載の整理」による変更
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）⑤

【業務規程】

前スライドから

三 実効性テスト結果の確認 実需給年度開始の２年前に、テ
スト対象事業者に対して実行性テストの実施日程の調整の報
告を求め、当該実施日程における実効性テスト結果の確認を
行う。

四 需給状況と容量提供事業者の特性に応じた供給力の確保状
況及び提供実績の確認 実需給年度中に、容量提供事業者又
は一般送配電事業者及び配電事業者たる会員から提出される
アセスメントの実施に必要な情報に基づき、需給状況（需給
ひっ迫のおそれの有無の確認を含む。）及び容量提供事業者
の特性に応じた供給力の確保状況及び提供実績等の確認を行
う。

五 供給力提供開始時期又は期限までの提供実績の確認 容量
提供事業者に対し長期脱炭素電源オークションの容量確保契
約により定められた供給力提供開始時期又は供給力提供開始
期限までに供給力提供が行われていることの確認を行う。

六 年間設備利用率の確認 募集要綱に定める変動電源により
供給力を提供する事業者に対し長期脱炭素電源オークション
の容量確保契約により定められた最低限満たすべき年間設備
利用率を達成していることの確認を行う。

七 火力電源の脱炭素化の状況の確認 長期脱炭素電源オーク
ションにおいて約定した火力電源について、募集要綱に定め
るところにより容量提供事業者が提出した脱炭素化へのロー
ドマップに基づき、水素又はアンモニア等の利用による脱炭
素化に向けた追加投資を行っていることの確認を行う。

八 火力電源の脱炭素燃料による混焼比率の確認 長期脱炭素
電源オークションにおいて約定した火力電源の発電に用いる
燃料について、水素又はアンモニア等の比率が容量確保契約
に定められた一定の比率を下回っていないことの確認を行う。

※青字部分は「記載の整理」による変更
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：業務規程）⑥

【業務規程】

附則（令和２年３月３０日）

（経過措置対象電源に関する容量確保契約金額の算出）
第７条 本機関は、２０２４年度を実需給年度とする容量確保
契約金額の算出に当たり、２０１０年度末以前に建設された次
の各号に掲げる電源（以下「経過措置対象電源」という。）に
関しては、別表１に掲げる算出式に基づき算出した金額を容量
確保契約金額とする。
一 送配電等業務指針第１５条の４第１項第１号アからエまで
のいずれかに該当する期待容量が１,０００キロワット以上
の電源

二 送配電等業務指針第１５条の４第１項第２号ア又はイに該
当する期待容量が１,０００キロワット以上の電源（ただし、
複数の電源を組み合わせる場合は除く。）

別表１ （略）

附則（令和２年３月３０日）

（経過措置対象電源に関する容量確保契約金額の算出）
第７条 本機関は、２０２４年度を実需給年度とする容量確保
契約金額の算出に当たり、２０１０年度末以前に建設された次
の各号に掲げる電源（以下「経過措置対象電源」という。）に
関しては、別表１に掲げる算出式に基づき算出した金額を容量
確保契約金額とする。
一 募集要綱に定める安定電源

二 募集要綱に定める変動電源（複数の電源を組み合わせる場
合を除く。）

別表１ （略）

（ペナルティ）
第３２条の４１ 本機関は、定款、本規程、送配電等業務指針、
オークション募集要綱、容量確保契約その他容量市場に関連す
る法令等に違反する行為を行った電気供給事業者（以下「ペナ
ルティ対象事業者」という。）に対して、次の各号に定めるペ
ナルティを科すことができる。
一 経済的ペナルティ 本機関は、次のアからウまでの条件に
該当するペナルティ対象事業者に対し、容量確保契約の定め
るところにより違約金の支払いを求める。
ア 容量確保契約を解約した場合
イ・ウ （略）

二 （略）
２～４ （略）

（ペナルティ）
第３２条の４１ 本機関は、定款、本規程、送配電等業務指針、
オークション募集要綱、容量確保契約その他容量市場に関連す
る法令等に違反する行為を行った電気供給事業者（以下「ペナ
ルティ対象事業者」という。）に対して、次の各号に定めるペ
ナルティを科すことができる。
一 経済的ペナルティ 本機関は、次のアからウまでの条件に
該当するペナルティ対象事業者に対し、容量確保契約の定め
るところにより違約金の支払いを求める。
ア 容量確保契約を解除された、又は解約した場合
イ・ウ （略）

二 （略）
２～４ （略）

※青字部分は「記載の整理」による変更
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）①

【送配電等業務指針】

（容量オークションの参加条件）
第１５条の４ 業務規程第３２条の２第１項第１号の規定によ
り本機関が実施するメインオークションの参加条件は、次の各
号のいずれかに掲げるとおりとする（ただし、実需給年度にお
いて電源入札等その他制度から補填金等を得ている電源及び一
般送配電事業者の供給区域の供給力に計上できない電源は除
く。）。
一 次のアからエまでのいずれかに該当する電源により、期待
容量が１,０００キロワット以上の安定的な供給力を提供す
る事業者又はその取次を業として行う事業者（以下「安定電
源提供者」という。）であること。
ア 水力電源（ただし、安定的に供給力を提供できるものに
限る。）

イ 火力電源
ウ 原子力電源
エ 再生可能エネルギー電源（ただし、安定的に供給力を提
供できるものに限る。）

二 次のア又はイのいずれかに該当する電源により、期待容量
が１,０００キロワット以上の供給力（同一の一般送配電事
業者の供給区域に属する期待容量が１,０００キロワット未
満の複数の電源を組み合わせる場合を含む。）を提供する事
業者又はその取次を業として行う事業者（以下「変動電源提
供者」という。）であること。
ア 水力電源（ただし、安定的に供給力を提供できるものは
除く。）

イ 再生可能エネルギー電源（ただし、安定的に供給力を提
供できるものは除く。）

以降次スライドへ

第１５条の４ 削除

※青字部分は「記載の整理」による変更
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）②

【送配電等業務指針】

前スライドから

三 次のアからウまでのいずれかに該当する電源又は特定抑制
依頼（電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７
号）第１条第２項第７号に定める特定抑制依頼をいう。）等
により、期待容量が１,０００キロワット以上の供給力（同
一の一般送配電事業者の供給区域に属する複数の電源等を組
み合わせる場合を含む。）を提供する事業者（ただし、前号
ア又はイに該当する電源及びそれら電源のみを組み合わせて
提供する事業者を除く。以下「発動指令電源提供者」とい
う。）であること。
ア 安定的に電気を供給することが困難な事業用電気工作物
イ 特定抑制依頼
ウ 期待容量が１,０００キロワット未満の発電設備等

２ 業務規程第３２条の２第２号の規定により本機関が実施す
る追加オークションの参加条件は、次の各号のいずれかに掲げ
るとおりとする（ただし、実需給年度において電源入札等その
他制度から補填金等を得ている電源及び一般送配電事業者の供
給区域の供給力に計上できない電源は除く。）。
一 業務規程第３２条の２第２号アの規定により調達オーク
ションを実施する場合 次のアからウまでのいずれかの事業
者であって、同アからウまでに記載する条件を満たしている
こと。

以降次スライドへ

（電力系統性能基準への充足性の評価における前提条件）
第６２条 電力系統性能基準への充足性の評価は、流通設備の
設備形成が完了した状態において、通常想定される範囲内で評
価結果が最も過酷になる電源構成、発電設備等の出力（ただし、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の
出力抑制も考慮した発電設備等の出力）、需要、系統構成等を
前提に、これを行う。 設備形成の考え方の前提条件にノン
ファーム型接続適用を考慮した規定を追加。

※青字部分は「記載の整理」による変更
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）③

【送配電等業務指針】

前スライドから

ア 前項第１号から第３号までのいずれかに該当する事業者
調達オークションの実需給年度を対象とするメインオーク
ションに応札し、落札できなかったこと、又は、新設等や
むを得ない事由により当該調達オークションの実需給年度
を対象とするメインオークションに参加できなかったこと
（ただし、前項第３号の規定に該当する事業者は実効容量
を確定している者に限る。）。

イ 発電用の自家用電気工作物の供給力を提供する安定電源
提供者 本機関との間で調達オークションの実需給年度を
対象とする容量確保契約を締結しており、当該容量確保契
約の締結時点から発電販売計画の見通しが明確になったこ
と等によって、当該容量確保契約の容量確保契約容量を超
過する供給力を提供できるようになったこと。

ウ 発動指令電源提供者 本機関との間で調達オークション
の実需給年度を対象とする容量確保契約を締結しており、
実効容量が容量確保契約容量を超過したこと。

二 業務規程第３２条の２第２号イの規定によりリリースオー
クションを実施する場合 前項第１号から第３号までのいず
れかに該当する事業者が当該リリースオークションの実需給
年度を対象とするメインオークションで落札し、容量提供事
業者になっていること（ただし、前項第３号の規定に該当す
る事業者は実効容量を確定している者に限る。）。

（電力系統性能基準への充足性の評価における前提条件）
第６２条 電力系統性能基準への充足性の評価は、流通設備の
設備形成が完了した状態において、通常想定される範囲内で評
価結果が最も過酷になる電源構成、発電設備等の出力（ただし、
連系線以外の流通設備に平常時において混雑が発生する場合の
出力抑制も考慮した発電設備等の出力）、需要、系統構成等を
前提に、これを行う。 設備形成の考え方の前提条件にノン
ファーム型接続適用を考慮した規定を追加。

※青字部分は「記載の整理」による変更
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）④

【送配電等業務指針】

（調達オークション実施の場合のメインオークションに関する
規定の準用）

第１５条の９ 第１５条の７の規定は、調達オークションの場
合に準用する（ただし、第１５条の７条第２号は除く。）。こ
の場合において、「メインオークション」とあるのは、「調達
オークション」と読み替える。

２ 第１５条の４第２項第１号アに該当する事業者のうち、メ
インオークションに応札し、落札できなかった安定電源提供者
及び変動電源提供者は、メインオークションへの応札の際に登
録した期待容量の変更を行うことができない。

（調達オークション実施の場合のメインオークションに関する
規定の準用）

第１５条の９ 第１５条の７の規定は、調達オークションの場
合に準用する（第１５条の７条第２号を除く。）。この場合に
おいて、「メインオークション」とあるのは、「調達オーク
ション」と読み替える。

２ 募集要綱に定める調達オークションの参加条件に該当する
事業者のうち、調達オークションの実需給年度を対象とするメ
インオークションに応札し、落札できなかった次の各号のいず
れかに該当する者は、メインオークションへの応札の際に登録
した期待容量の変更を行うことができない。
一 募集要綱に定める安定電源により安定的な供給力を提供す
る事業者又はその取次を業として行う事業者（以下「安定電
源提供者」という。）であること。

二 募集要綱に定める変動電源により供給力を提供する事業者
又はその取次を業として行う事業者（以下「変動電源提供
者」という。）であること。

※青字部分は「記載の整理」による変更

（新設） （長期脱炭素電源オークション実施の場合のメインオークショ
ンに関する規定の準用）

第１５条の１０の２ 第１５条の７の規定は、長期脱炭素電源
オークションの場合に準用する（第１５条の７条第２号を除
く。）。この場合において、「メインオークション」とあるの
は、「長期脱炭素電源オークション」と読み替える。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑤

【送配電等業務指針】

（アセスメント）
第１５条の１７ 本機関が業務規程第３２条の３４の規定によ
り容量提供事業者に対して実施するアセスメントは、次の各号
に掲げるとおりとする。
一 電源等リストの確認 第１５条の１２第１号に定める供給
力確認対象事業者に対し電源等リストの提出を求め、当該電
源等リストの内容の確認を行う。

二 実効性テスト結果の確認 実需給年度開始の２年前に、テ
スト対象事業者に対して実行性テストの実施日程の調整の報
告を求め、当該実施日程における実効性テスト結果の確認を
行う。

三 電源等情報の登録及び期待容量の登録時における未確定事
項の確認 電源等情報の登録及び期待容量の登録時において、
未確定事項がある容量提供事業者に対し、実需給年度開始ま
でに当該事項の確認を行う。

以降次スライドへ

（アセスメント）
第１５条の１７ （削る）

以降次スライドへ

※青字部分は「記載の整理」による変更

（供給力確認対象事業者の条件）
第１５条の１２ 業務規程第３２条の２４第１項に定める供給
力確認対象事業者の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
一 メインオークションの落札後、本機関との間で容量確保契
約を締結し、容量提供事業者となった発動指令電源提供者

二 （略）

（供給力確認対象事業者の条件）
第１５条の１２ 業務規程第３２条の２４第１項に定める供給
力確認対象事業者の条件は、次の各号に定めるとおりとする。
一 メインオークションの落札後、本機関との間で容量確保契
約を締結し、容量提供事業者となった募集要綱に定める発動
指令電源により供給力を提供する事業者（以下「発動指令電
源提供者」という。）
二 （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑥

【送配電等業務指針】

前スライドから

一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関の要請に応じ、
業務規程第３２条の３４のアセスメントに必要な情報を提出し
なければならない。

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関が行うアセス
メントへ協力するため、業務規程第３２条の２０第３項の規定
により、本機関から関係する供給区域の容量提供事業者情報の
提供を受ける。

※青字部分は「記載の整理」による変更

前スライドから

四 ＦＩＰ電源及びＦＩＴ電源該当有無の確認 登録された電
源等情報に対し、随時、ＦＩＰ電源及びＦＩＴ電源の該当有
無の確認を行う（国に対し、必要な情報の提供を求める。）。

五 需給状況と容量提供事業者の特性に応じた供給力の確保状
況及び提供実績の確認 実需給年度中に容量提供事業者に対
して、次のアからウまでの手順により行う。
ア 本機関は、別表８－４に掲げる一般送配電事業者及び配
電事業者から毎週木曜日に提出される供給区域の需要及び
供給力並びに調整力に関する計画（週間計画）に基づき、
翌週月曜日から金曜日までの全国及び一般送配電事業者の
供給区域における需給ひっ迫のおそれの有無を確認する。

イ 本機関は、容量提供事業者又は一般送配電事業者及び配
電事業者から提出されるアセスメントの実施に必要な情報
に基づき、需給状況及び容量提供事業者の特性に応じた供
給力の確保状況及び提供実績等を確認する。

ウ 本機関は、イで確認したアセスメントの結果を容量提供
事業者に通知する。

２ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関の要請に応じ、
前項のアセスメントに必要な情報を提出しなければならない。

３ 一般送配電事業者及び配電事業者は、本機関が行うアセス
メントへ協力するため、業務規程第３２条の２０第３項の規定
により、本機関から関係する供給区域の容量提供事業者情報の
提供を受ける。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑦

【送配電等業務指針】

（差替先電源等情報の登録条件）
第１５条の１８ 差替先電源等提供者が安定電源提供者又は変
動電源提供者に該当する場合、差替先電源等が次の各号のいず
れかの条件に該当する場合に限り、差替先電源等情報の登録の
申込みを行うことができる。
一 容量市場における入札ガイドライン（以下この条において
「入札ガイドライン」という。）に定める調達オークション
の参加条件を満たしていること。ただし、調達オークション
が開催された場合においては、当該調達オークションに応札
され、落札されていないこと又は新設等やむを得ない事由に
より当該調達オークションに参加できなかった場合に限
る。

二 （略）
２ 差替先電源等提供者が発動指令電源提供者に該当する場合、
差替先電源等が次の各号のいずれかの条件に該当する場合に限
り、差替先電源等情報の登録の申込みを行うことができる。
一 入札ガイドラインに定める調達オークションの参加条件を
満たしていること。ただし、調達オークションが開催された
場合においては、当該調達オークションに応札され、落札さ
れていない場合に限る。

二 （略）
３・４ （略）

※青字部分は「記載の整理」による変更

（差替先電源等情報の登録条件）
第１５条の１８ 差替先電源等提供者が安定電源提供者又は変
動電源提供者に該当する場合、差替先電源等が次の各号のいず
れかの条件に該当する場合に限り、差替先電源等情報の登録の
申込みを行うことができる。
一 第１５条の４第２項第１号ア又はイに掲げる調達オーク
ションの参加条件を満たしていること。ただし、調達オーク
ションが開催された場合においては、当該調達オークション
に応札され、落札されていないこと又は新設等やむを得ない
事由により当該調達オークションに参加できなかった場合に
限る。

二 （略）
２ 差替先電源等提供者が発動指令電源提供者に該当する場合、
差替先電源等が次の各号のいずれかの条件に該当する場合に限
り、差替先電源等情報の登録の申込みを行うことができる。
一 第１５条の４第２項第１号ア又はウに掲げる調達オーク
ションの参加条件を満たしていること。ただし、調達オーク
ションが開催された場合においては、当該調達オークション
に応札され、落札されていない場合に限る。

二 （略）
３・４ （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑧

【送配電等業務指針】

（電源等差替）
第１５条の１９ 容量提供事業者は、次の各号のいずれの条件
にも該当する場合に限り、電源等差替の登録の申込みを行うこ
とができる。なお、原則として、容量提供事業者が長期脱炭素
電源オークションに落札している場合は申込みを行うことはで
きない。
一・二 （略）

（電源等差替）
第１５条の１９ 容量提供事業者は、次の各号のいずれの条件
にも該当する場合に限り、電源等差替の登録の申込みを行うこ
とができる。

一・二 （略）
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1. 本機関の事務局組織に関する規定の変更（業務規程）【スライド２～７】

• 供給力確保・管理体制強化のための組織変更

2. 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド８
～２７】

• 長期脱炭素電源オークション導入に伴う変更

3. 広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド２
８～４３】

• 翌々日における広域予備率算出及び各種計画提出に関する変更

4. 調整力の卸電力取引市場供出に伴う規定の変更（送配電等業務指針）【スライド４４～４９】

• 三次調整力②の時間前市場への供出に伴う変更



29３ 広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更の背景

これに対応するため、翌々日における広域予備率算出及び各種計画提出に関するルールを整備する。

本機関は、需給状況の監視のため、電気事業者等に対して提出を求めている週間計画や翌日計画
等の各種計画（需要計画、発電計画、調整電力計画等）に基づき、広域予備率を算出等している。

容量市場の実需給が開始される2024年度から、需給注意報発出を検討するため、翌々日断面にお
ける広域予備率を算出することが本機関の委員会（※１）において整理された。

※１ 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会
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［変更内容］

• 本機関は、翌々日における広域予備率を算出し、公表するとともに一般送配電事業者に通知する
旨規定。

• 電気事業者等は、各種計画の週間計画を更新する形で翌々日計画（※）を提出する旨規定。

• 上記の規定は、「令和６年４月１日」又は「経済産業大臣の認可を受けた日」のいずれか遅い日
から施行する旨規定。

【業務規程第１０８条】＜変更＞

【送配電等業務指針第１３８条～第１４１条】＜変更＞

３ 広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更の内容

※ 週間計画を更新する形とし、本機関が指定する2点の時刻の需要電力等の計画値を指す。（なお、需給ひっ迫に関する情
報発信の重要性が高まってきていることを踏まえ、将来的には翌々日計画を翌日計画等と同様48点とする方向で検討を進め
ている。）



31（参考）翌々日計画の導入について

第48回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2020年2月18日）資料2-1から抜粋



32（参考）翌々日計画の実施方法について

第80回 調整力及び需給バランス評価等に関する委員会（2022年12月26日）資料4から抜粋
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＜変更前＞ ＜変更後＞【業務規程】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：業務規程）

【業務規程】

（一般送配電事業者たる会員への計画の送付等）
第１０８条 （略）
２ 本機関は、前条第１項第３号に定める計画（当該計画を変
更する計画を含む。）及び第１３３条の規定により算出した
連系線の空容量をもとに、週間、翌日及び当日における広域
予備率を算出し公表するとともに、関係する一般送配電事業
者たる会員に通知する。

（一般送配電事業者たる会員への計画の送付等）
第１０８条 （略）
２ 本機関は、前条第１項第３号に定める計画（当該計画を変
更する計画を含む。）及び第１３３条の規定により算出した
連系線の空容量をもとに、週間、翌々日、翌日及び当日にお
ける広域予備率を算出し公表するとともに、関係する一般送
配電事業者たる会員に通知する。

（新設） 附則（令和 年 月 日）

（施行期日）
本規程は、令和５年７月１日又は経済産業大臣の認可を受け

た日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第１０８条の規
定は、令和６年４月１日又は経済産業大臣の認可を受けた日の
いずれか遅い日から施行する。
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）①

【送配電等業務指針】

（託送供給契約者による計画の提出）
第１３８条 （略）
２ 需要調達計画等には、次の各号に掲げる需要調達計画等ご
とに、各号に定める事項を記載するものとする。
一 （略）
二 調達計画 需要計画に対応した供給力の確保の計画（調
達先（卸電力取引所における翌日取引及び１時間前取引によ
る調達を含む。以下同じ。）ごとに記載することを要し、翌
日計画以降は、調達先の販売計画及び卸電力取引所の約定結
果と一致させなければならない。ただし、事業者間で一般送
配電事業者の供給区域を跨いで行う電力調達に係る合意があ
る場合及び同一事業者により一般送配電事業者の供給区域を
跨いで行う電力調達がある場合には、週間計画以前は、当該
電力調達に係る調達分ごとの計画値とする。）

三 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画（販
売先（卸電力取引所における翌日取引及び１時間前取引によ
る販売を含む。以下同じ。）ごとに記載することを要し、翌
日計画以降は、販売先の調達計画及び卸電力取引所の約定結
果と一致させなければならない。ただし、事業者間で一般送
配電事業者の供給区域を跨いで行う電力販売に係る合意があ
る場合及び同一事業者により一般送配電事業者の供給区域を
跨いで行う電力販売がある場合には、週間計画以前は、当該
電力販売に係る販売分ごとの計画値とする。）

３～５ （略）

以降次スライドへ

（託送供給契約者による計画の提出）
第１３８条 （略）
２ 需要調達計画等には、次の各号に掲げる需要調達計画等ご
とに、各号に定める事項を記載するものとする。
一 （略）
二 調達計画 需要計画に対応した供給力の確保の計画（調
達先（翌日取引及び１時間前取引による調達を含む。以下同
じ。）ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、調達先
の販売計画及び卸電力取引所の約定結果と一致させなければ
ならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区域
を跨いで行う電力調達に係る合意がある場合及び同一事業者
により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力調達が
ある場合には、翌々日計画以前は、当該電力調達に係る調達
分ごとの計画値とする。）

三 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画
（販売先（翌日取引及び１時間前取引による販売を含む。以
下同じ。）ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、販
売先の調達計画及び卸電力取引所の約定結果と一致させなけ
ればならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給
区域を跨いで行う電力販売に係る合意がある場合及び同一事
業者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力販
売がある場合には、翌々日計画以前は、当該電力販売に係る
販売分ごとの計画値とする。）

３～５ （略）

以降次スライドへ
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）②

【送配電等業務指針】

別表８－１ 需要調達計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。
（新設）

別表８－１ 需要調達計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。
（※３）週間計画における翌々日に該当する日の各計画値を見直し、期限までに更新する。ただ
し、見直しの結果、各計画値に変更がない場合は更新不要とする。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌々日計画 翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日

毎週水曜日
午前１０
時

毎日
午前１０時
（※２）
（※３）

毎日
午前１２時
（※２）

３０分ごと
の実需給の
開始時刻の
１時間前

提
出
内
容

需要
計画

各月平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値

各週平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の需要電
力

週間計画と同
一２点の時刻
の需要電力

３０分ごと
の需要電力
量

３０分ごとの
需要電力量

調達
計画

各月平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

各週平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の調達分
の計画値

週間計画と同
一２点の時刻
の調達分の計
画値

３０分ごと
の調達分の
計画値

３０分ごと
の調達分の
計画値

販売
計画

各月平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値
発生時の販
売分の計画
値

各週平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値
発生時の販
売分の計画
値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の販売分
の計画値

週間計画と同
一２点の時刻
の販売分の計
画値

３０分ごと
の販売分の
計画値

３０分ごとの
販売分の計画
値

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

（新設）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日

毎週水曜日
午前１０
時

（新設）
毎日

午前１２時
（※２）

３０分ごと
の実需給の
開始時刻の
１時間前

提
出
内
容

需要
計画

各月平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値

各週平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の需要電
力

（新設） ３０分ごと
の需要電力
量

３０分ごとの
需要電力量

調達
計画

各月平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

各週平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の調達分
の計画値

（新設） ３０分ごと
の調達分の
計画値

３０分ごと
の調達分の
計画値

販売
計画

各月平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値
発生時の販
売分の計画
値

各週平休日
別の需要電
力の最大値
及び最小値
発生時の販
売分の計画
値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の販売分
の計画値

（新設） ３０分ごと
の販売分の
計画値

３０分ごとの
販売分の計画
値
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）③

【送配電等業務指針】

（発電契約者並びに一般送配電事業者、配電事業者及び特定送
配電事業者による計画の提出）

第１３９条 発電契約者並びにＦＩＴ電源により発電された電
気を調達及び供給している一般送配電事業者、配電事業者及
び特定送配電事業者は、一般送配電事業者の供給区域ごとに、
別表８－２に定める発電計画、調達計画及び販売計画（以下
「発電販売計画等」という。）を、同表に定める提出期限ま
でに、本機関に提出しなければならない。ただし、配電事業
者が計画その他の情報を提出する場合においては、当該配電
事業者が事業を行う一般送配電事業者の供給区域ごとに、当
該一般送配電事業者が提出する計画その他の情報とあわせて
本機関に提出することができる。

２ 発電販売計画等には、次の各号に掲げる発電販売計画等ご
とに、各号に定める事項を記載するものとする。
一 発電計画 販売計画に対応した発電量調整供給契約で設
定した単位ごとの発電又は放電に関する計画（一般送配電事
業者又は配電事業者が調達したＦＩＴ電源により発電された
電気に係る計画を含む。）

二 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画
（販売先ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、販売
先の調達計画及び卸電力取引所の約定結果と一致させなけれ
ばならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区
域を跨いで行う電力販売に係る合意がある場合及び同一事業
者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力販売
がある場合には、週間計画以前は、当該電力販売に係る販売
分ごとの計画値とする。）

以降次スライドへ

（発電契約者並びに一般送配電事業者、配電事業者及び特定送
配電事業者による計画の提出）

第１３９条 発電契約者、１時間前取引により販売している一
般送配電事業者及び配電事業者並びにＦＩＴ電源により発電
された電気を調達している一般送配電事業者、配電事業者及
び特定送配電事業者は、一般送配電事業者の供給区域ごとに、
別表８－２に定める発電計画、調達計画及び販売計画（以下
「発電販売計画等」という。）を、同表に定める提出期限ま
でに、本機関に提出しなければならない。ただし、配電事業
者が計画その他の情報を提出する場合においては、当該配電
事業者が事業を行う一般送配電事業者の供給区域ごとに、当
該一般送配電事業者が提出する計画その他の情報とあわせて
本機関に提出することができる。

２ 発電販売計画等には、次の各号に掲げる発電販売計画等ご
とに、各号に定める事項を記載するものとする。
一 発電計画 販売計画に対応した発電量調整供給契約で設
定した単位ごとの発電又は放電に関する計画（一般送配電事
業者又は配電事業者が１時間前取引により販売する電気又は
調達したＦＩＴ電源により発電された電気に係る計画を含
む。）

二 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画
（販売先ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、販売
先の調達計画及び卸電力取引所の約定結果と一致させなけれ
ばならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区
域を跨いで行う電力販売に係る合意がある場合及び同一事業
者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力販売
がある場合には、翌々日計画以前は、当該電力販売に係る販
売分ごとの計画値とする。）

以降次スライドへ
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）④

【送配電等業務指針】

前スライドから

三 調達計画 販売計画に対応した発電計画の不足分を調達
する計画（調達先ごとに記載することを要し、翌日計画以降
は、調達先の販売計画及び卸電力取引所の約定結果と一致さ
せなければならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者
の供給区域を跨いで行う電力調達に係る合意がある場合及び
同一事業者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う
電力調達がある場合には、週間計画以前は、当該電力調達に
係る調達分ごとの計画値とする。）

３ 発電契約者並びにＦＩＴ電源により発電された電気を調達
及び供給している一般送配電事業者、配電事業者及び特定送
配電事業者は、原則として、翌日計画以降においては、発電
計画と調達計画の合計は販売計画と一致させなければならな
い。

４ （略）

以降次スライドへ

前スライドから

三 調達計画 販売計画に対応した発電計画の不足分を調達
する計画（調達先ごとに記載することを要し、翌日計画以降
は、調達先の販売計画及び卸電力取引所の約定結果と一致さ
せなければならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者
の供給区域を跨いで行う電力調達に係る合意がある場合及び
同一事業者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う
電力調達がある場合には、翌々日計画以前は、当該電力調達
に係る調達分ごとの計画値とする。）

３ 発電契約者、１時間前取引により販売している一般送配電
事業者及び配電事業者並びにＦＩＴ電源により発電された電
気を調達及び供給している一般送配電事業者、配電事業者及
び特定送配電事業者は、原則として、翌日計画以降において
は、発電計画と調達計画の合計は販売計画と一致させなけれ
ばならない。

４ （略）

以降次スライドへ
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑤

【送配電等業務指針】

別表８－２ 発電販売計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。
（新設）

別表８－２ 発電販売計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。
（※３）週間計画における翌々日に該当する日の各計画値を見直し、期限までに更新する。ただ
し、見直しの結果、各計画値に変更がない場合は更新不要とする。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

（新設）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日

毎週水曜日
午前１０時

（新設）

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０
分ごとの実
需給の開始
時刻の１時
間前

提
出
内
容

発電
計画

各月平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の供
給電力

各週平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の供
給電力

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の供給電
力

（新設） ３０分ごと
の供給電力
量

３０分ごとの
供給電力量

販売
計画

各月平休日
別の販売電
力の最大値
及び最小値

各週平休日
別の販売電
力の最大値
及び最小値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の販売電
力

（新設） ３０分ごと
の販売分の
計画値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

各週平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の調達分
の計画値

（新設） ３０分ごと
の調達分の
計画値

３０分ごとの
調達分の計画
値

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌々日計画 翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日

毎週水曜日
午前１０時

毎日
午前１０時
（※２）
（※３）

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０
分ごとの実
需給の開始
時刻の１時
間前

提
出
内
容

発電
計画

各月平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の供
給電力

各週平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の供
給電力

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の供給電
力

週間計画と同
一２点の時刻
の供給電力

３０分ごと
の供給電力
量

３０分ごとの
供給電力量

販売
計画

各月平休日
別の販売電
力の最大値
及び最小値

各週平休日
別の販売電
力の最大値
及び最小値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の販売電
力

週間計画と同
一２点の時刻
の販売電力

３０分ごと
の販売分の
計画値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

各週平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の調達分
の計画値

週間計画と同
一２点の時刻
の調達分の計
画値

３０分ごと
の調達分の
計画値

３０分ごとの
調達分の計画
値
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑥

【送配電等業務指針】

（需要抑制契約者による計画の提出）
第１３９条の２ （略）
２ 需要抑制計画等には、次の各号に掲げる需要抑制計画等ご
とに、各号に定める事項を記載するものとする。
一 （略）
二 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画
（販売先ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、販売
先の調達計画及び卸電力取引所の約定結果と一致させなけれ
ばならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区
域を跨いで行う電力販売に係る合意がある場合及び同一事業
者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力販売
がある場合には、週間計画以前は、当該電力販売に係る販売
分ごとの計画値とする。）

三 調達計画 調達先の販売計画に対応して調達する計画
（調達先ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、調達
先の販売計画及び卸電力取引所の約定結果と一致させなけれ
ばならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区
域を跨いで行う電力調達に係る合意がある場合及び同一事業
者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力調達
がある場合には、週間計画以前は、当該電力調達に係る調達
分ごとの計画値とする。）

四 （略）
３ （略）

以降次スライドへ

（需要抑制契約者による計画の提出）
第１３９条の２ （略）
２ 需要抑制計画等には、次の各号に掲げる需要抑制計画等ご
とに、各号に定める事項を記載するものとする。
一 （略）
二 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画
（販売先ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、販売
先の調達計画及び卸電力取引所の約定結果と一致させなけれ
ばならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区
域を跨いで行う電力販売に係る合意がある場合及び同一事業
者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力販売
がある場合には、翌々日計画以前は、当該電力販売に係る販
売分ごとの計画値とする。）

三 調達計画 調達先の販売計画に対応して調達する計画
（調達先ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、調達
先の販売計画及び卸電力取引所の約定結果と一致させなけれ
ばならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区
域を跨いで行う電力調達に係る合意がある場合及び同一事業
者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力調達
がある場合には、翌々日計画以前は、当該電力調達に係る調
達分ごとの計画値とする。）

四 （略）
３ （略）

以降次スライドへ
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑦

【送配電等業務指針】

別表８－３ 需要抑制計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。
（新設）

別表８－３ 需要抑制計画等の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）提出日が休業日の場合も含む。
（※３）週間計画における翌々日に該当する日の各計画値を見直し、期限までに更新する。ただ
し、見直しの結果、各計画値に変更がない場合は更新不要とする。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

翌々日計画 翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日

毎週水曜日
午前１０時

毎日
午前１０時
（※２）
（※３）

毎日
午前１２時
（※２）

原則、３０
分ごとの実
需給の開始
時刻の１時
間前

提
出
内
容

発電
計画

各月平休日
別の需要抑
制計画の最
大値及び最
小値発生時
の需要抑制
電力

各週平休日
別の需要抑
制計画の最
大値及び最
小値発生時
の需要抑制
電力

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の需要抑
制電力

週間計画と同
一２点の時刻
の需要抑制電
力

３０分ごと
の需要抑制
電力量

３０分ごとの
需要抑制電力
量

販売
計画

各月平休日
別の販売電
力の最大値
及び最小値

各週平休日
別の販売電
力の最大値
及び最小値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の販売電
力

週間計画と同
一２点の時刻
の販売電力

３０分ごと
の販売分の
計画値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

各週平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の調達分
の計画値

週間計画と同
一２点の時刻
の調達分の計
画値

３０分ごと
の調達分の
計画値

３０分ごとの
調達分の計画
値

ベ ー
ス ラ
イン

－ － － －
３０分ごと
の計画値

３０分ごとの
計画値

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、
翌々月）

週間計画
（翌週、
翌々週）

（新設）

翌日計画
当日計画
（※１）

提出期限
毎年

１０月末日
毎月１日

毎週水曜日
午前１０時

（新設）
毎日

午前１２時
（※２）

原則、３０
分ごとの実
需給の開始
時刻の１時
間前

提
出
内
容

発電
計画

各月平休日
別の需要抑
制計画の最
大値及び最
小値発生時
の需要抑制
電力

各週平休日
別の需要抑
制計画の最
大値及び最
小値発生時
の需要抑制
電力

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の需要抑
制電力

（新設） ３０分ごと
の需要抑制
電力量

３０分ごとの
需要抑制電力
量

販売
計画

各月平休日
別の販売電
力の最大値
及び最小値

各週平休日
別の販売電
力の最大値
及び最小値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の販売電
力

（新設） ３０分ごと
の販売分の
計画値

３０分ごとの
販売分の計画
値

調達
計画

各月平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

各週平休日
別の販売計
画の最大値
及び最小値
発生時の調
達分の計画
値

本機関が指
定する２点
の時刻の日
別の調達分
の計画値

（新設） ３０分ごと
の調達分の
計画値

３０分ごとの
調達分の計画
値

ベ ー
ス ラ
イン

－ － －
（新設） ３０分ごと

の計画値
３０分ごとの
計画値
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑧

【送配電等業務指針】

（再生可能エネルギーの発電計画に関する特例措置）
第１４０条 再生可能エネルギー電気特措法第１７条第１項第
２号に定める方法で再生可能エネルギー電気卸供給約款によ
り供給を受ける小売電気事業者等の発電計画（この条におい
ては全て翌日計画を指す。）の計画値の通知若しくは確認を
受けることを希望する発電契約者（ただし、一般送配電事業
又は配電事業の許可を受けていない発電契約者にあっては、
一般送配電事業者又は配電事業者との間でその旨の発電量調
整契約を締結した者に限る。以下「特例契約者」という。）
又は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第５
９号）による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８
号）第２条第５項に規定する特定契約を締結している小売電
気事業者等であって、その特定契約に基づき受電する電気に
係る発電計画の計画値の通知若しくは確認を受けることを希
望する発電契約者（ただし、一般送配電事業又は配電事業の
許可を受けていない発電契約者にあっては、一般送配電事業
者又は配電事業者との間でその旨の発電量調整契約を締結し
た者に限る。以下「旧特例契約者」という。）は、次の各号
に掲げる手順によって、計画値の通知又は確認を受けること
を希望した発電計画（以下「特例発電計画」という。）を一
般送配電事業者の供給区域ごとに作成する。なお、週間計画
以前の計画については、小売電気事業者等自らが作成するも
のとする。
一・二 （略）

２・３ （略）

（再生可能エネルギーの発電計画に関する特例措置）
第１４０条 再生可能エネルギー電気特措法第１７条第１項第
２号に定める方法で再生可能エネルギー電気卸供給約款によ
り供給を受ける小売電気事業者等の発電計画（この条におい
ては全て翌日計画を指す。）の計画値の通知若しくは確認を
受けることを希望する発電契約者（ただし、一般送配電事業
又は配電事業の許可を受けていない発電契約者にあっては、
一般送配電事業者又は配電事業者との間でその旨の発電量調
整契約を締結した者に限る。以下「特例契約者」という。）
又は電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関す
る特別措置法等の一部を改正する法律（平成２８年法律第５
９号）による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８
号）第２条第５項に規定する特定契約を締結している小売電
気事業者等であって、その特定契約に基づき受電する電気に
係る発電計画の計画値の通知若しくは確認を受けることを希
望する発電契約者（ただし、一般送配電事業又は配電事業の
許可を受けていない発電契約者にあっては、一般送配電事業
者又は配電事業者との間でその旨の発電量調整契約を締結し
た者に限る。以下「旧特例契約者」という。）は、次の各号
に掲げる手順によって、計画値の通知又は確認を受けること
を希望した発電計画（以下「特例発電計画」という。）を一
般送配電事業者の供給区域ごとに作成する。なお、翌々日計
画以前の計画については、小売電気事業者等自らが作成する
ものとする。
一・二 （略）

２・３ （略）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑨

【送配電等業務指針】

（一般送配電事業者及び配電事業者による計画等の提出）
第１４１条 （略）

別表８－４ 供給区域の需要及び供給力並びに調整力に関する計画の提出

（※）提出日が休業日の場合も含む。
（新設）

（一般送配電事業者及び配電事業者による計画等の提出）
第１４１条 （略）

別表８－４ 供給区域の需要及び供給力並びに調整力に関する計画の提出

（※１）翌日計画に変更が生じた場合に提出する。
（※２）週間計画における翌々日に該当する日の各計画値を見直し、期限までに更新する。ただ
し、見直しの結果、各計画値に変更がない場合は更新不要とする。

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、

翌々月）

週間計画
（翌週、

翌々週）

（新設） 翌日計画 当日計画

提出期限
毎年

３月２５日
毎月２５日 毎週木曜日

（新設）
毎日

１７時３０分
（※）

３０分ごとの
実需給の開始
時刻の１時間
前

提
出
内
容

供給
区域
需要
電力

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の需
要電力

（新設）
翌日の３０分
ごとの需要電
力量

当日の３０分
ごとの需要電
力量

供給
区域
供給
電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

（新設）
需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

供給
区域
予備力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

（新設）
需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

供給
区域
調整力

－

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

（新設） 需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

提出する
計画

年間計画
（第１～
第２年度）

月間計画
（翌月、

翌々月）

週間計画
（翌週、

翌々週）

翌々日計画 翌日計画 当日計画

提出期限
毎年

３月２５日
毎月２５日 毎週木曜日

毎日
１７時３０分
（※１）
（※２）

毎日
１７時３０分
（※１）

３０分ごとの
実需給の開始
時刻の１時間
前

提
出
内
容

供給
区域
需要
電力

各月平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

各週平休日別
の需要電力の
最大値及び最
小値

本機関が指定
する２点の時
刻の日別の需
要電力

週間計画と同
一２点の時刻
の需要電力

翌日の３０分
ごとの需要電
力量

当日の３０分
ごとの需要電
力量

供給
区域
供給
電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

需要電力に対
する供給電力

供給
区域
予備力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

需要電力に対
する予備力

供給
区域
調整力

－

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）

需要電力に対
する調整力必
要量（上げ）、
調整力確保量
（上げ）及び
調整力確保量
（下げ）
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）⑩

【送配電等業務指針】

（新設） 附則（令和 年 月 日）

（施行期日）
本指針は、令和５年７月１日又は経済産業大臣の認可を受け

た日のいずれか遅い日から施行する。ただし、第１３８条から
第１４１条まで（第１３９条第１項、第２項第１号及び第３項
を除く。）の規定は、令和６年４月１日又は経済産業大臣の認
可を受けた日のいずれか遅い日から施行する。
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1. 本機関の事務局組織に関する規定の変更（業務規程）【スライド２～７】

• 供給力確保・管理体制強化のための組織変更

2. 長期脱炭素電源オークションに関する規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド８
～２７】

• 長期脱炭素電源オークション導入に伴う変更

3. 広域予備率（翌々日）算出に伴う規定の変更（業務規程、送配電等業務指針）【スライド２
８～４３】

• 翌々日における広域予備率算出及び各種計画提出に関する変更

4. 調整力の卸電力取引市場供出に伴う規定の変更（送配電等業務指針）【スライド４４～４９】

• 三次調整力②の時間前市場への供出に伴う変更



45４ 調整力の卸電力取引市場供出に伴う規定の変更の背景

時間前市場において売り約定した場合、一般送配電事業者は発電・販売計画を本機関に提出する
必要があるためルールを整備する。

現在、一般送配電事業者は再エネ予測の下振れ対応するため、需給調整市場から三次調整力②を
調達している。この三次調整力②は前日段階での再エネ予測誤差に対応する調整力であり、常に調達
量全量を使用するわけではない。

電源の有効活用及び社会コスト低減の観点から実需給が近づき余剰となることが明らかになった三次
調整力②を卸電力取引所の時間前市場へ供出すること及び電圧・周波数の維持を担う一般送配電
事業者が入札主体となることが国の審議会（※）において提案された。

※ 総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会
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［変更内容］

• 一般送配電事業者等は、１時間前取引による販売をする場合、発電販売計画等を提出しなけれ
ばならない旨規定。

【送配電等業務指針第１３９条】＜変更＞

４ 調整力の卸電力取引市場供出に伴う規定の変更の内容



47（参考）三次調整力②の時間前市場への供出に関する国の審議会での検討

第69回制度検討作業部会（2022年8月26日）資料４から抜粋
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）調整力の卸電力取引市場供出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）①

【送配電等業務指針】

（発電契約者並びに一般送配電事業者、配電事業者及び特定送
配電事業者による計画の提出）

第１３９条 発電契約者並びにＦＩＴ電源により発電された電
気を調達及び供給している一般送配電事業者、配電事業者及
び特定送配電事業者は、一般送配電事業者の供給区域ごとに、
別表８－２に定める発電計画、調達計画及び販売計画（以下
「発電販売計画等」という。）を、同表に定める提出期限ま
でに、本機関に提出しなければならない。ただし、配電事業
者が計画その他の情報を提出する場合においては、当該配電
事業者が事業を行う一般送配電事業者の供給区域ごとに、当
該一般送配電事業者が提出する計画その他の情報とあわせて
本機関に提出することができる。

２ 発電販売計画等には、次の各号に掲げる発電販売計画等ご
とに、各号に定める事項を記載するものとする。
一 発電計画 販売計画に対応した発電量調整供給契約で設
定した単位ごとの発電又は放電に関する計画（一般送配電事
業者又は配電事業者が調達したＦＩＴ電源により発電された
電気に係る計画を含む。）

二 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画
（販売先ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、販売
先の調達計画及び卸電力取引所の約定結果と一致させなけれ
ばならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区
域を跨いで行う電力販売に係る合意がある場合及び同一事業
者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力販売
がある場合には、週間計画以前は、当該電力販売に係る販売
分ごとの計画値とする。）

以降次スライドへ

（発電契約者並びに一般送配電事業者、配電事業者及び特定送
配電事業者による計画の提出）

第１３９条 発電契約者、１時間前取引により販売している一
般送配電事業者及び配電事業者並びにＦＩＴ電源により発電
された電気を調達している一般送配電事業者、配電事業者及
び特定送配電事業者は、一般送配電事業者の供給区域ごとに、
別表８－２に定める発電計画、調達計画及び販売計画（以下
「発電販売計画等」という。）を、同表に定める提出期限ま
でに、本機関に提出しなければならない。ただし、配電事業
者が計画その他の情報を提出する場合においては、当該配電
事業者が事業を行う一般送配電事業者の供給区域ごとに、当
該一般送配電事業者が提出する計画その他の情報とあわせて
本機関に提出することができる。

２ 発電販売計画等には、次の各号に掲げる発電販売計画等ご
とに、各号に定める事項を記載するものとする。
一 発電計画 販売計画に対応した発電量調整供給契約で設
定した単位ごとの発電又は放電に関する計画（一般送配電事
業者又は配電事業者が１時間前取引により販売する電気又は
調達したＦＩＴ電源により発電された電気に係る計画を含
む。）

二 販売計画 販売先の調達計画に対応して販売する計画
（販売先ごとに記載することを要し、翌日計画以降は、販売
先の調達計画及び卸電力取引所の約定結果と一致させなけれ
ばならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者の供給区
域を跨いで行う電力販売に係る合意がある場合及び同一事業
者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う電力販売
がある場合には、翌々日計画以前は、当該電力販売に係る販
売分ごとの計画値とする。）

以降次スライドへ
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＜変更前＞ ＜変更後＞【送配電等業務指針】

（参考）調整力の卸電力取引市場供出に伴う規定の変更
（新旧対照表：送配電等業務指針）②

【送配電等業務指針】

前スライドから

三 調達計画 販売計画に対応した発電計画の不足分を調達
する計画（調達先ごとに記載することを要し、翌日計画以降
は、調達先の販売計画及び卸電力取引所の約定結果と一致さ
せなければならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者
の供給区域を跨いで行う電力調達に係る合意がある場合及び
同一事業者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う
電力調達がある場合には、週間計画以前は、当該電力調達に
係る調達分ごとの計画値とする。）

３ 発電契約者並びにＦＩＴ電源により発電された電気を調達
及び供給している一般送配電事業者、配電事業者及び特定送
配電事業者は、原則として、翌日計画以降においては、発電
計画と調達計画の合計は販売計画と一致させなければならな
い。

４ （略）

別表８－２ （略）

前スライドから

三 調達計画 販売計画に対応した発電計画の不足分を調達
する計画（調達先ごとに記載することを要し、翌日計画以降
は、調達先の販売計画及び卸電力取引所の約定結果と一致さ
せなければならない。ただし、事業者間で一般送配電事業者
の供給区域を跨いで行う電力調達に係る合意がある場合及び
同一事業者により一般送配電事業者の供給区域を跨いで行う
電力調達がある場合には、翌々日計画以前は、当該電力調達
に係る調達分ごとの計画値とする。）

３ 発電契約者、１時間前取引により販売している一般送配電
事業者及び配電事業者並びにＦＩＴ電源により発電された電
気を調達及び供給している一般送配電事業者、配電事業者及
び特定送配電事業者は、原則として、翌日計画以降において
は、発電計画と調達計画の合計は販売計画と一致させなけれ
ばならない。

４ （略）

別表８－２ （略）


